
 

0118100S 商法演習 

「東アジア比較会社法（中国法・韓国法）」 

の履修について 
 

2018 年度の 0118100S 商法演習「東アジア比較会社法（中国法・韓国法）」の履

修は、事前申込制となります。 

履修希望者は所定の期間に申し込みを行ってください。 

 

〈履修申込スケジュール〉 

6 月 15 日(金) 

～ 6月 22日(金) 

 17 時 

申込書提出期間 

※申込書：様式は法学部 HP（演習関係）に掲載しています 

http://www.j.u-tokyo.ac.jp/students/undergraduate/seminar/

※提出先：提出先：教務係窓口横 提出ボックス 

6 月 28 日(木) 
履修許可者発表 

※教務係窓口横掲示板に掲示 

7 月 5 日(木) 

説明会 

※時間：14:00～ 場所：19 番教室 ガラス棟 101 教室 

追加説明会 

※時間：15:30～ 場所：19 番教室  ガラス棟 101 教室 

 

〈注意事項〉 

○募集人員は学部・法曹養成・総合法政をあわせて 40名程度 

○7月 5日（木）の 14:00 から説明会、15:30 から追加説明会を行うので、参加を許可され

た者は、必ずどちらかに出席すること 

○参加を許可された者の履修登録は、教務係で行う 

○2018 年 S セメスター開講の他の演習を履修した者も履修申込みが可能です。 

 

 

6 月 15 日 

法学部教務係 


